
鳥取市・とっとりふるさと就農舎
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一般財団法人鳥取市農業公社 国府町支所
「とっとりふるさと就農舎」
〒680-0142 鳥取県鳥取市国府町麻生3-3
TEL・FAX: (0857)22-7225
E-mail: shunousya@ncn-t.net

鳥取市 農林水産部 農政企画課
〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地
TEL: (0857)30-8305    FAX: (0857)20-3947
E-mail: nousui@city.tottori.lg.jp
U R L: https://www.city.tottori.lg.jp



鳥取市では、次世代の農業の担い手となる新規就農者を目指す農業体験者を募集しま
す！「鳥取ならではの作物を栽培してみたい」「鳥取市で中心的な農家になって地域の農
地を守っていきたい」そんなみなさんを、一人前の農家になるまで地域と一体となってサ
ポートします！

★鳥取市では新規就農者を育成する機関として「とっとりふるさと就農舎」を設立し、
農業体験者の受け入れを行っています。
★就農舎の体験者として生活サポートを受けながら、実際の研修は、高い技術を持つ農家
の元で受けることができるため、自立した農業経営を 行うために十分なノウハウを学ぶこ
とができます。

事 業 内 容 紹 介

体験フロー

体験者受入の概要

応募資格
選考基準

・原則として満18歳から満60歳までの健康な者
・原則5日間以上の就農舎での農業体験を受けたことのある者
・自己資金について300万円以上の預貯金または家族の支援がえられること
・体験修了後3年以上鳥取市に居住し就農する者
・体験中及び就農後、地域行事に積極的に参加し、地域住民と協調できる者

受入時期 毎年度4月から（ただし、定員に満たない場合は随時受入）

体験期間 原則2年間

体験作物 白ねぎ、アスパラガス、梨、ぶどう など

募集人数 2名程度

住居 新規就農者技術研修習得支援施設、または、市内空き家の斡旋

休日等 原則として、土、日、祝祭日、年末年始

保険制度
・国民健康保険、国民年金への自己加入が必要
・体験２年間の傷害保険は、とっとりふるさと就農舎（鳥取市農業公社）が負担します

・短期体験事業（１日～１週間）
・インターンシップ事業（２週間～３か月）
農業に興味のある方から農業に強い志のある方まで幅広
く農業体験を受け入れます。年間通して体験可能です♪

体験期間の
生活支援

※体験後３年以内に市外へ転居または離農された場合は返還していただきます

体験受講の２年間 月額 １０万円～ の生活費助成

条件によっては


